
はじめに
　本書は、平成20年度農林水産省補助事業「食品業界の信頼性向上セミナー（実
践編）」のテキストとして使用する目的で作成しました。
　平成20年度農林水産省補助事業「食品業界の信頼性向上セミナー（基礎編）」
では、食品事業者のみなさまにコンプライアンスの重要性をご理解いただいたうえで、
「企業行動規範の策定」、「リコール対応マニュアルの策定」、「衛生管理・品質管
理マニュアルの策定」をお願いしました。これに続く「食品業界の信頼性向上セミナー
（実践編）」は、食品事業者のみなさまに「企業行動規範」、「リコール対応マニュア
ル」、「衛生管理・品質管理マニュアル」を策定するにあたって必要となる基礎知識を
得ていただき、実際に各種文書を策定いただくことを目的として企画されたものです。

　本書では、Ｃhapter.Ⅰにおいて食品事業者のみなさまが信頼性向上の取組をはじめ
るにあたっての拠りどころとなる企業行動規範について解説します。Ｃhapter.Ⅱでは、
万が一、問題のある食品を流通させてしまった場合のリコール、回収の実務について
解説します。さらにＣhapter.Ⅲでは、衛生管理・品質管理について解説します。本書で
は食品事業者のみなさまに各章を読み進んでいただくことにより、各種文書策定の基
礎知識を得ていただくことを意図しています。
　なお、本書は従業員数50人～100人規模の食品製造事業者を念頭に作成してい
ます。企業の規模、業態によっては、記載内容が実情と合わない場合がありますので、
ご注意下さい。

　本書Ｃhapter.Ⅲの執筆は、衛生管理・品質管理に多くのノウハウを有する三菱化
学メディエンス株式会社に担当していただきました。
　また、本書の執筆にあたり、実際に各種文書を整備・運用されている食品事業者の
みなさまにアドバイスをいただきました。
　ご協力いただいたみなさまに厚く御礼申し上げます。
　本書が、食品事業者のみなさまのお役に立てば幸いです。

平成20年11月
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
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東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 編著



　企業は社会の一員であり、社会の中で事業活動を行っています。従って、その事業活動に
おいては社会のルールや社会倫理を守る必要があります。
　最近では、企業の行動に対する世間の目も厳しくなっています。健康に影響を及ぼさない食
品の表示ミス・違反など、以前であれば大きく取り上げられることがなかったような問題も不祥事
として厳しく糾弾されるケースが増えています。さらに、企業不祥事が発生した際の経営に与える
ダメージは格段に大きくなっており、企業の存続すら危ぶまれる事例も頻発しています。このような
事態を未然に回避するためには、コンプライアンスを念頭においた経営を行う必要があります。
　コンプライアンスを念頭に置いた経営を行う第一歩として、コンプライアンスを重視する経
営の姿勢を企業行動規範という形で文書として示し、従業員や経営者が事業活動を行う際
に社会のルールや社会倫理に反していないかを判断する基準を明らかにする必要があります。
また、企業行動規範を示す際には、これを具体的な行動基準として従業員に明示し必要性を
理解させ、確実に浸透させ実践していくことが不可欠です。
　経営理念や社訓・社是を定めて企業の行動基準としている会社は多いのですが、これらは
抽象的な表現である場合がほとんどです。従業員が理解し、必要性を理解するためには具体
的な言葉である必要があります。今後は、その社訓等に込められた考え方や願いを具体的な
言葉を使ってさらに企業行動規範という形で経営者が定め、これを企業活動における判断基
準として示すことで、コンプライアンスを重視した経営の実現の第一歩としましょう。

　企業行動規範に盛り込むべき項目は、企業の規模・業態によってさまざまです。まず、
2008年3月に農林水産省が策定した「『食品業界の信頼性向上自主行動計画』策定の手
引き～５つの基本原則～」（以下、『手引き』）で示された取組方針の例を紹介します。本「手
引き」は法令の遵守に向けた対応や消費者の信頼を確保し、そして向上させていく取組を食
品業界が取り組むための「道しるべ」として、策定されたもので、「消費者基点の明確化」、「コ
ンプライアンス意識の確立」、「適切な衛生管理・品質管理の基本」、「適切な衛生管理・品
質管理のための体制整備」、「情報の収集・伝達・開示等の取組」の５つの基本原則を示し
ています。企業行動規範を策定する際に、食品製造事業者として消費者の信頼性を確保・
向上するという観点で参考にしてください。

食品事業者の5つの基本原則（食品製造事業者・食品輸入事業者）

基本原則１　消費者基点の明確化
 　消費者を基点として、消費者に対して安全で信頼される食品を提供することを基本
方針とします。
基本原則２　コンプライアンス意識の確立
　取り巻く社会環境の変化に適切に対応し、法令や条例、公正なルールや社会規
範を遵守し、社会倫理に沿った企業活動を進めていきます。
基本原則３　適切な衛生管理・品質管理の基本
　人の生命と健康の維持、楽しみに大きく関わる仕事に携わっているという自覚を
持ち、安全で信頼される食品を消費者に提供するために、適切な衛生・品質管理をし
ていきます。

（１）企業行動規範の重要性

（２）企業行動規範の例

企業行動規範について01
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　次に、食品事業者の信頼性を向上させるという観点から、①法令等の遵守、②顧客の信
頼の獲得、③社会とのコミュニケーションの促進、について企業行動規範の例を紹介します。
以下の例や農林水産省が策定した『手引き』の５つの基本原則から自社に相応しいものや
必要なものを参考にして、企業行動規範を作りましょう。

①法令等の遵守

②顧客の信頼の獲得

・  私たちは、自社が果たすべき社会的責任を自覚して、法令、社内規定等に則って日
常業務に取り組むとともに、社会人としても良識ある行動をとります。 

・  私たちは、法令や社内ルールを遵守するだけでなく、企業倫理に基づいた企業人と
して誇れる行動を通じて、社会からの信頼に応えるよう努めます。 

・  私たちは○○株式会社の社員としての誇りと自覚を持ち、法令や内部規程を順守
して、良識をもった行動をとり、わが社が社会から信頼される会社となるよう努めます。 

・  私たちは日本だけでなく、国際的な法令、慣習や各地域の社会的ルールに則った
企業活動を行い、各国、各地域で信頼される企業を目指します。 

（東京商工会議所Web版企業行動規範 http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/kihan/index.htmlより引用）

基本原則４　適切な衛生管理・品質管理のための体制整備
 　消費者に安全で信頼される食品を提供するために、適切な衛生・品質管理を行う
体制を整備し、それが形骸化しないよう改善を行っていきます。
基本原則５　情報の収集・伝達・開示等の取組
　消費者などの信頼や満足感を確保するため、常に誠実で透明性の高い双方向のコ
ミュニケーションを行います。また、そのために必要な情報の収集・管理を行います。

（農林水産省『「食品業界の信頼性向上自主行動計画」策定の手引き～５つの基本原則～』
http://www.maff .go.jp/j/press/soushoku/sansin/pdf/080325-02.pdfより引用）

・  わが社はお客様の要望に応え、購入後にも十分満足いただけるような魅力ある安
全で良質な商品の提供ができるよう努めます。 

・  わが社は、絶えず消費者の立場に立ったサービスの提供を心掛け、消費者の信頼
と満足を得ることで、社会に貢献します。 

・  私たちは、お客様のあらゆる声に耳を傾け、誠実に応えるとともに、お客様の目線で
ものを考え、お客様本位の対応を行います。 

・  顧客のプライバシーにかかわる個人情報は大切に取扱い、情報の流出や不正な
利用のないよう厳正な管理を行います。 

・  わが社の商品を購入頂くお客様の立場を十分に考えて、商品について誤解を招く
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　企業行動規範は、従業員や経営者が事業活動を行なう際の行動基準となります。したがっ
て従業員が企業行動規範を十分に理解することがポイントになります。そのために、企業行動
規範に関する教育などを行うことに加えて、企業行動規範を社内の見えやすいところに掲げた
り、定期的に企業行動規範について考える機会を設けたりして従業員の理解を進める取組をし
ている企業があります。
　また、企業行動規範を会社のホームページや店舗のお客様の見えやすい場所に掲示するな
どしている企業もあります。これによって、企業行動規範は、社内における行動基準となるだけで
なく、社会や消費者に対して企業行動規範を守って事業活動を行うという宣言になります。この
ように広く社会に宣言することによって、企業行動規範は企業と社会との約束事となり企業行
動規範を守らなければならないという意識が従業員の間に高まることが期待できます。また、社
会や消費者が企業行動規範を掲げて誠実な事業活動を行っている会社だと認識すれば、社
会や消費者からの信頼が高まっていくと考えられます。

（３）企業行動規範を掲げる
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③社会とのコミュニケーションの促進

・  わが社は「開かれた企業」として適時・適切に企業情報の提供を行うとともに、顧
客、取引先をはじめとする社会からの声に十分に耳を傾け、事業活動に反映させる
よう努めます。 

・  わが社はステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、双方向での十分な意
思疎通を行い、その成果を経営に反映させていくことで、ステークホルダーからの信
頼を得られる企業を目指します。 

・  私たちは、社内外から得た情報については、良い情報、悪い情報を問わず、迅速に
必要な部署に届くよう「報・連・相」を徹底します。
 
（東京商工会議所Web版企業行動規範 http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/kihan/index.htmlより引用）

ことのない適切な情報を分かりやすい表現で提供し、お客様の信頼と満足を得る
よう努めます。

（東京商工会議所Web版企業行動規範 http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/kihan/index.htmlより引用）



　各社においては、社内のルールを文書化した規程やマニュアルなどが存在すると思いま
す。食品衛生を実現するための衛生管理マニュアルや、万が一の事故が発生した際の事故
対応マニュアルなどがこれに該当します。これらのマニュアルなどは、均質な品質を維持するた
めに作られたもの、ノウハウを継承するために作られたもの、必要に迫られて作ったものなど、
様々ないきさつがあって作られたものと思われます。
　これらのマニュアルなどは、作業や活動の手順書という性質も持つ一方で、各種法令違反
を未然に防ぐことや、高い品質レベルを維持すること、万が一の事故の際に消費者が必要と
する情報をすばやくかつ的確に伝えること、初期活動を迅速に行うことで被害の拡大を防止
することなどの目的で作られています。そしてこれは、消費者の安全を実現する、消費者との信
頼を獲得するなどといった企業行動規範に掲げられた精神と合致するものです。
　このことから規定やマニュアルなどは、企業行動規範の内容を実務レベルに落とし込んだ
ものであり、企業行動規範に従って個別の業務について具体的かつ詳細に文書にまとめた
ものといえます。
　従って、企業行動規範を作ったら、次は社内の規定やマニュアルなどが企業行動規範に
沿ったものであるかを確認し、必要に応じて加筆、修正する必要があります。また、新たなマ
ニュアルなどを作る際には、企業行動規範に沿ったものにする必要があります。

（４）企業行動規範と
各種規程・

マニュアルの関係
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コンプライアンス02
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　コンプライアンスという言葉は、「法令遵守」とか「法令等遵守」と一般には翻訳されています
が、「等」という言葉が訳語につくことから想像されるように、日本語で簡単に説明することが難し
い言葉の1つといわれています。コンプライアンスはさまざまな言葉で説明されていますが、ここで
は以下の３つのポイントにまとめます。

①法令を守る
　「法令遵守」と翻訳した場合、まずこの意味が思い浮かびます。ただし、現代社会においては
コンプライアンスを「法令を守る」ことだけに限定してしまっては不十分です。

②企業行動規範、各種マニュアルを守る
　企業が活動する際の行動基準が企業行動規範であり、これを個別の業務に落とし込んだも
のが各種マニュアルです。これらを確実に守ることで社会や消費者の信頼を得ることができま
す。また、万が一の事故の際も企業行動規範に従い消費者第一の行動をとることで、被害が最小
限に留められるだけでなく信頼回復の促進も図れます。

③社会倫理に反しない行動をする
　社会倫理を具体的に定義することは非常に難しいことです。道徳的観念は時代と共に変化
し、また社会環境などによっても異なるためです。食品業界では常識とされることであっても、一
般の消費者には非常識とされることがあるのはこのためです。従って、社会倫理に反しない行動
のポイントとして、広く社会一般に説明できる企業活動や経営判断を行うことが挙げられます。
業界の常識にとらわれず、常に一般消費者の目線をもって行動し判断することが求められます。

コンプライアンスとは

（１）コンプライアンスとは

・ 法令を守る
・ 企業行動規範、各種マニュアルを守る
・ 社会倫理に反しない行動をする
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　最近では、コンプライアンス違反に起因する不祥事は大変に厳しく糾弾されるケースが増
えています。そして、不祥事が経営に与えるダメージは大きくなっており、企業の存続すら危ぶ
まれる事例もあります。
　このような事態が起こると、まず従業員と従業員の家族に大きな影響を及ぼします。仮に
会社が倒産するようなことがあった場合、従業員は職を失う可能性があり、従業員は自分自身
と大切な家族の生活を守ることが難しくなります。また、不祥事を起こした会社の下請け会社
の中で特に取引割合が大きい会社も大きな影響を受けます。日本企業の場合、長年にわたり
協力関係を築き共に発展してきた会社も多いことから、協力関係にある会社が一蓮托生であ
る場合があります。
　一方で、代替品のない生活必需品でもない限り、消費者は不祥事と関係のないライバル
会社の製品を購入すればよいため、不祥事を起こした会社の関係者が大変な苦労をしていて
も、一般の消費者は全く困らないというのが現実です。
　また、コンプライアンス違反が食の安全に影響を及ぼすことになると、さまざまな商品の中か
ら安全な商品であると信じて自社の製品を選んでくれたお客様が不幸にも健康を害し、肉体
的・精神的にさまざまな苦労をすることにつながります。
　コンプライアンスに取り組むのは、まさに自分自身と会社や商品を信頼してくれている人々
のためであることを改めて認識する必要があります。

（２）なぜコンプライアンスに
取り組む必要が

あるのか？

従業員の家族が困る
「自分自身と、大切な家族を守る」

協力会社が困る
「信じてくれていた仲間を守る」

健康被害が発生
⇒お客様が困る

会社の存亡に関わる

一般の消費者はほかの会社や製品を購入する
「 会社は倒産しても、消費者は困らない」

コンプライアンス違反



　コンプライアンスの推進は非常に難しい上に成果が見えにくいのですが、一度不祥事が発
生すると、企業やその関係者、そしてお客様が受ける被害が甚大となる場合もあることに留意
しなければなりません。ここでは、コンプライアンスを推進するためのポイントを紹介します。

①コンプライアンス取組方針等を文書化し、明確化・公表する
　コンプライアンス取組方針を明確にして、経営者から従業員にコンプライアンスを重視する
という決意を分かりやすい言葉で伝えることで、全社的にコンプライアンスに取り組む必要が
あるという共通認識を持たせることが重要です。企業の規模に応じて、企業行動規範にコン
プライアンス取組方針を組み込んでもよいですし、コンプライアンス取組方針を改めて定める
ことで従業員の認識を深めることもよいでしょう。
　また、社内で共通認識を持つだけでなく、コンプライアンス取組方針や企業行動規範を広く
社会にアピールすることで会社と社会の約束事にして、コンプライアンスへの取組の本気度
を高めることもよいと考えます。

②問題があることが当たり前であると考える
　問題がないことを前提とした場合、「問題があること」＝「悪」と考えてしまいます。コンプライア
ンスを推進する際に重要なことは、問題を発見し、不祥事に発展する前に対処し不祥事を未然
に防ぐことです。従業員は経営者と比べて立場が弱いため、批判や処分を恐れて問題があると
いう情報を隠してしまう可能性があります。したがって、問題があるという重要な情報を集めるた
めには、問題があることを自由に言える雰囲気が必要となります。

③マイナス情報は重要情報
　不祥事に発展する可能性のある問題や、実際に事故や不祥事が発生したというマイナス
情報を一部の従業員や経営者自身で隠してしまうと、初期対応が遅れてしまいます。これに
よって小さな問題が大きな問題になってしまったり、事故や不祥事による被害が拡大してし
まったりします。これでは、社会や消費者の信頼を得ることはできません。
　そのため、マイナス情報は経営上重要な情報であることを理解し、情報を企業として一元
的に集めて管理することが重要です。また、すぐに対応しないと健康被害が拡大する状況など
では、開示するべき情報は速やかに消費者に伝える必要があります。開示するべきかどうか判
断に迷う場合は、専門家に相談するなどの対応も必要です。

④対応が必要な場合はすばやく行動する
　特に健康被害の可能性がある場合は、初動の迅速さによって被害の程度が変わります。その
ため、健康被害の可能性があるマイナス情報を入手した場合は、リコールや製造・出荷停止
などの対策を迅速に行う必要があります。
　迅速な対応を行うことで、信頼回復を早期に行うことが可能です。

⑤情報を共有する
　企業でマイナス情報を一元的に管理するようになると、類似のマイナス情報を複数集める
ことができます。そこで、マイナス情報に潜む問題とその解決策に関するノウハウを蓄積するこ
とができれば、問題に対応する際に過去の解決策を参考にすることができ、組織としての問
題解決能力が高まります。また、これらの情報を社内で共有することで、事故や不祥事の防止
にもつながります。

（３）コンプライアンスを推進
するためのポイント
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⑥守れないルールはルールではない
　たとえば衛生管理マニュアルは、食品事故を起こさないために守らなければならないルールで
あるといえますが、マニュアルの中に実際には守ることができない規定があった場合、その項目
だけ運用上守らないということがよくあります。しかし、その項目に関連する食品事故が発生した
場合、マニュアルを守っていない理由や背景を消費者に納得してもらうことは困難です。
　また、新しく入社した従業員は、その項目について守らない理由や背景を知らないため、マ
ニュアルは必ずしも守らなくても大丈夫だと勝手に判断して、その他の項目についてもマニュ
アルをきちんと守らなくなる可能性があります。こうなってしまうと、マニュアルはもはやルールで
はなくなってしまいます。
　このようなことを防止するために、守れないルールは守れるルールに変更する必要があります。
ただし、守れないルールを単に守れるルールにするだけでは不十分です。ルールを変更する際
には、変更後のルールも食品事故を防止するために十分な検討を行う必要があります。また、
変更後のルールに科学的な裏づけがあり、また法令上も問題がないことを説明できるようにす
ることが重要です。

コンプライアンスを推進するポイント

①方針（企業行動規範）等を文書化し、明確化・公表する
　・ 会社として社会に約束する
　・ 経営者から従業員に決意を伝える

②問題があることが当たり前であると考える
　・ 問題があることを自由に言える雰囲気が必要（重要な情報が集まらない）

③マイナス情報は重要情報
　・ マイナス情報を隠さない
　・ マイナス情報を一元的に管理する
　・ 開示するべき情報であるかを判断する

④対応が必要な場合はすばやく行動する
　・ 健康被害がある場合は、初動対応によって被害の大きさが変わる

⑤情報を共有する
　・ 実際の対処、その結果（ノウハウ）の蓄積
　・ 事故・不祥事の防止に活用

⑥守れないルールはルールではない
　・ 守れるルールに変更する
　・ 変更後のルールが十分であることを説明できること



　前述したコンプライアンスを推進するためのポイントを実行するためには、企業の中にコンプ
ライアンスを推進しやすい環境を作ることが重要です。ここでは、コンプライアンスを推進しや
すい環境について考えます。

①誠実さと社会倫理を重視した経営
　経営の方針として売上や利益の追求を強調しすぎた場合には、営業目標や原価低減目標
などの達成のためであれば、法令に違反する行為や社会倫理に反する行為、一般の消費者
が非常識と考える行為などのコンプライアンス違反を行っても止むを得ないという考え方が、
従業員に広がる可能性があります。そして、わずかな売上や利益を得るためにコンプライアン
ス違反に手を染めてしまい、これが発覚した結果、社会的な非難や制裁を受け、売上や利益
を大きく損なってしまう、あるいは企業存亡の危機に至ってしまうという深刻な結果を招く可能
性があります。
　このようなことを防ぐためには、コンプライアンスを念頭に置き、お客様に信頼される会社を
目指すことを経営として打ち出す必要があります。そして、経営者自らがコンプライアンスの重
要性を従業員に直接語りかける必要があります。具体的には、年初や期初の訓示においてコ
ンプライアンスについて言及する、コンプライアンスを重視した経営方針や企業行動規範を
策定し、これを従業員に教育・周知徹底するなどの方法が挙げられます。

②実力者の暴走を許さない
　経営者や経営幹部などの社内の実力者は、企業経営に大きく貢献している一方で、常に
結果を求められるという大きなプレッシャーを受けています。そして「結果を出さなければならない」
「会社のために」といった思いが強くなりすぎて、売上や利益を確保するために法令違反や
社会倫理に反する方法をとってしまうことがないとはいえません。一般の従業員であれば裁量
の範囲も限られているため、上司や経営層が一般従業員の暴走を止めることは可能ですが、
経営者や経営幹部は、通常、企業活動においてさまざまなことを決定できる権限を持ってお
り、これらの社内の実力者がコンプライアンス違反を行うことを決定してしまった場合、一般の
従業員はそれを止めることが難しい場合が多いのです。
　このような実力者の暴走を防止するためには、経営者や幹部に対するコンプライアンス教
育を行い、コンプライアンス違反の発覚がもたらす経営への深刻な影響への理解を深めると
共に、活動を計画し実行する役割と、計画された活動を承認する役割を分担するなど、独断で
コンプライアンス違反の行動をできないような仕組みを作ることが有効です。
　また、ベテランの従業員は長年の経験と習慣に基づいて業務を行っており、貴重な戦力で
ある一方、最新の法令改正や消費者の常識の変化についていけないと、その長年の経験と
習慣が時には法令違反や社会倫理に反する行為につながる可能性があります。また、ベテラ
ン従業員は社内や部門内における影響力が強い場合が多く、若手社員がベテラン社員に対
してコンプライアンス違反であることを指摘することが難しいため、経営幹部や他のベテラン
社員が管理する必要があります。

（４）コンプライアンスを推進
するための環境整備
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③責任と必要な権限、能力
　経営者が全ての事柄を判断し決定するのであれば問題ありませんが、企業が成長すると経
営者一人では会社の隅 ま々で目が行き届かなくなりがちであり、その場合には一定の役割を
従業員が担う必要が出てきます。従業員は会社から与えられた役割をきちんと果たすという責
任が発生しますが、役割を遂行するために必要な権限がなければ、役割は与えられたもの
の何も判断できないということになります。また権限が与えられても、判断するために必要な知識
や能力が不足している場合には、間違った判断をしてしまう可能性があります。例えば、新製
品（加工食品）の表示項目と内容の決定をある従業員が行う場合、その従業員はJAS法、食
品衛生法、景品表示法、計量法などさまざまな法令を理解していなければなりませんし、また
最新の法令改正に関する知識が必要です。また、場合によっては指導者の下での業務経
験が必要な場合もあるでしょう。
　このように従業員に一定の役割を与える場合には、役割を担い責任を果たすのに必要な
権限を従業員に委譲する必要があります。また、権限を与える際にはその役割を遂行するの
に必要な能力を備えた従業員を選ぶこと、あるいは従業員を教育して必要な能力を身につけ
させることが必要です。特に専門的な知識が必要な判断業務においては、経験不足や知識
不足がコンプライアンス違反の原因になる可能性がありますので、経験や知識が豊富な
従業員を選んだ上で、最新の情報を学んだり社会倫理などを考えたりする機会を与える必要
があります。

コンプライアンスを推進するために必要な環境

①誠実さと社会倫理を重視した経営
　・  売上、利益だけを追求するのではなく、コンプライアンスを念頭に置き、お客様に
信頼される会社を目指した経営

②実力者の暴走を許さない
　・  実力者（経営者、幹部、ベテラン社員など）が法令違反や社会倫理に違反する
行為を独断でできない仕組みを作る

③必要な権限と責任、能力
　・ 各役割を遂行する責任を果たすために必要な権限を委譲する
　・  各役割に必要な能力を備えた人を配置する、または必要な能力を身につけられる
ように教育する
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　コンプライアンスを考える上で難しいのは「社会倫理に反しない行動をする」ことだと言われて
います。「法令を守る」ためには専門的な知識が必要であり確かに難しいのですが、難しいなりに
も文章で決められているので、法令の内容を理解した上でどのようにして法令に定められている
ことを守るか、という発想になります。これに対して「社会倫理」は文章で決められたものはないの
で、「社会倫理」とは何かを考えるところからはじめる必要があり、そのため、「法令を守る」よりも
取組が難しいといえます。
　近江商人の家訓として「買い手良し、売り手良し、世間良し」の「三方良し」という言葉があり
ます。お客様を尊重することを一番に心がけてお客様（買い手）と売り手の間で信頼関係を築く
ことで、お客様が満足し、売り手に利益が上がり、さらに商売を通じて地域や社会に貢献できる
という考え方です。お客様が損をしたと思った場合、その思いは怒りや憤りにつながり、この売り
手とは二度と取引をしないと決心させてしまいます。売り手が赤字ではいけませんが、お客様に
喜んでいただくためにお客様に損をさせない、つまりお客様が納得できる商売をしなければならな
いということです。商売は、お客様と売り手間の信頼の上に成り立っており、その信頼を守り続け
ることが地域や社会への貢献につながり、企業として将来にわたって商売を続けていくことがで
きるのです。
　「三方良し」が社会倫理の全てという訳ではありませんが、食品事業者として事業をなさってい
る方々には、お客様をだまして利益を上げるのではなく、お客様により良いものを提供し「三方良
し」の精神で勝ち取ったお客様からの信頼を守り、さらに食の安全に貢献することで継続的に
利益を得て企業の持続的成長を実現するという考え方は、コンプライアンスに取り組んでいく上
で大いに参考になるのではないでしょうか。

（５）社会倫理と「三方良し」
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リスクマネジメント03
　人間が生活する上で、健康を維持することは非常に重要なことです。みなさんは、日常的に健
康管理を行い、定期的に健康診断を受診し、インフルエンザなどの予防のために予防接種を受
け、体調の悪い時には早めに床につき、時には運動などして、健康の維持・増進に努めているこ
とと思います。一方、急病や事故で怪我をした場合などは、救急車で運ばれ、応急処置を施され、
あるいは外科手術を受けたりすることもあるでしょう。
　企業も人間と同様に、健全な状態を維持することが非常に重要です。衛生管理や品質管理を
徹底し食品事故を防止したり、火災を予防したり、安定的な原材料の供給や確実な債権の回収
のために取引先の経営状況を確認したりなど、さまざまな対応を行っています。このように事故や
不祥事を防止するために平時に取り組む活動をリスクマネジメントといいます。一方で、食品事故
が発生した場合や、大口取引先が倒産した場合などの緊急対応を危機管理といいます。
　企業が持続的に成長するためには、緊急時の危機管理を確実に行うことはもちろん大事なこ
とですが、それにもまして平時のリスクマネジメントを継続的に行うことで事故や不祥事の発生を
根本から防止する取組が非常に重要になります。そこで本章では、リスクマネジメントについての
解説を行います。
　なお、「リスクマネジメント」を、平時の予防と危機管理（緊急時対応）の両方を含めると定義す
る場合（広義のリスクマネジメント）もありますが、本書においては「リスクマネジメント」とは平時の
予防活動のみを指すこととします。

危機管理も大切だが、企業の持続的成長のためには事故・不祥事の発生を予防するリスク
マネジメントが重要。

　食品事業者を取り巻く環境を見渡すとさまざまなリスクが見つかります。原材料費の高騰、人
件費の上昇、競合他社による新商品の発売などの経営戦略上のリスクや、調達金利の上
昇、資金繰りの悪化などの財務上のリスク、集中豪雨や地震による工場や店舗の被害、設
備の故障、盗難といった外来の災害や事故のリスク、商品の不具合、表示に関する問題、従
業員の不正、環境汚染といった業務上のリスクなどさまざまです。
　さまざまなリスクがある中で、最近は品質上の問題や表示上の問題に端を発した事件や
不祥事が多数報道されており、食品業界に対する消費者の信頼が損なわれるリスクが非常
に大きな問題となっています。また、これらの事件や不祥事は、法令や社内ルールの違反や
社会倫理に反する行動などのコンプライアンス違反である場合が大半です。食品事業者
は、特に品質や表示に関するコンプライアンス違反を防ぎ食品業界に対する消費者の信頼
を確保する取組に優先的に取り組む必要があるといえるでしょう。
　本書では、消費者の信頼を確保する取組の1つとして、コンプライアンス違反をはじめとする
リスクに対し、継続的に・組織的に対応する方法の1つである「リスクマネジメントのPDCAサ
イクル」を紹介します。

（１）リスクマネジメントとは

（２）食品事業者を
取り巻くリスク

リスクマネジメント

危機管理

予防（発生しないように）して、
万が一の事故・不祥事に備える⇒平時の取組

万が一の事故 ・ 不祥事の際に対応する⇒緊急時対応
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　リスクマネジメントについての書籍を開くと「リスクマネジメントのPDCAサイクル」とい
う言葉が必ず出てきます。PDCAサイクルとは「P（Plan）：計画」「D（Do）：実行」「C
（Check）：点検」「A（Act）：改善」を一定の期間ごとに繰り返していくことです。ここでは
PDCAサイクルについて詳しく説明します。

■リスクの洗い出し
　計画を行うためには、まず現状の分析が必要になります。例えば「正しい表示を行う」とい
う目標があった場合に、「正しい表示を行う」ことができない要因（リスク）を洗い出します。これを
「リスクの洗い出し」といいます。
　リスクの洗い出しの方法はいくつかありますが、以下に代表的な方法を挙げます。

　ブレインストーミング法は、時間や費用をかけずにリスクの洗い出しが可能である一方で、
大規模な組織で多数のメンバーの意見を聞く必要がある場合には適さない方法であり、どちらか
というと小規模な事業者に向いているといえます。
　アンケート法は、組織の規模にかかわらず実施できますが、アンケートの方法を工夫しないと
十分な情報を得ることが難しいという特徴があります。
　ベンチマーク法は、既に自社において十分な情報が蓄積されていたり、同業他社と情報を共
有している場合には有効な方法ですが、事例の収集が十分でない場合はリスクの洗い出しが
不十分になる可能性があります。
　漏れなくリスクを洗い出すために、企業の実情に合った方法を選択する必要があります。

ブレインストーミング法 
　 社内の主要メンバーを集めて、リスクを自由に出し合います。

アンケート法 
　 従業員に対してリスクに関するアンケートをとります。

ベンチマーク法 
　 自社において過去に発生した事故・不祥事の事例や、同業
他社における事例を集めます。

（３）リスクマネジメントの
PDCAサイクル

①P（Plan）：計画
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■リスクの分析と評価～重要リスクの決定
　次に、洗い出したリスクについて、どのくらいの可能性で発生するか、またリスクが起こった
場合、どの程度のダメージが生じるかを考えます。そして、発生する可能性が高くダメージも大
きいリスクを重要なリスクとして優先的に対応することを決定します。これを「リスクの分析と評
価」といいます。洗い出したリスク全てに対応することが可能であればそれに越したことはあり
ませんが、全てにきちんと対応していくのは負担が大きすぎるため現実的ではないことが通常
ですので、優先的に対応するリスクを決定するというプロセスを踏むのです。
　会社の規模がそれほど大きくない場合は、経営者自身が肌身で感じているリスクが結局
は重要なリスクとして評価されることが多いので、リスクの洗い出しとリスクの分析・評価を
全社的組織的に行う代わりに、経営者の感覚で優先的に対応する重要リスクを決める方
法もあります。

■重要リスクに対する対策の検討
　そして、重要なリスクについて対策を検討します。リスク対策には大きく低減・移転・回避・
保有の４つの手法があります。以下に４つの対策を説明します。

低減
　 　発生可能性や、発生時のダメージを少なくする対策をとることです。品質管理を組
織的に行うことは、不具合品流出のリスクを低減する対策の例です。

移転
　 　損害発生時に損失を補填する保険等を購入することで、発生時のダメージ
に備えます。火災保険、PL保険等に加入することがこれに該当します。

回避
　 　他に対策の手段がなく、リスクが高すぎて保有することもできないので、該当する
業務を中止することです。最近では大規模な不正が発覚したために、事業を撤退
する例が見受けられます。

保有
　 　特に事前の対策をとらずに、事件・不祥事が発生したときだけ対応することです。
発生可能性が低く、ダメージも少ない場合に多く用いられます。また、発生するこ
とが予期される場合は、予め事件・不祥事の解決に必要な費用を積み立ててお
くなどの対応もあります。



　４つの対策のうち、「低減」については、低減した後に残ったリスクを「保有」することになり
ますので、どこまで低減するのかについて目標を立てる必要があります。また、「移転」を選択す
る際にも、損失を１００％カバーする保険に加入する場合は問題ないのですが、損失の一部
だけをカバーする保険に加入する場合は、カバーされない部分を「保有」することになりますの
で注意が必要です。また、保険では金銭的なダメージを回復することができますが、ブランドイ
メージの低下やお客様からの信用の失墜などはカバーされませんので、これらの対策は別に考
える必要があります。
　これらの検討を行って、対応する重要リスクとそれぞれのリスクの対策を決めます。これで計
画段階は完了です。

　計画ができたら、次は計画を実行します。特にリスクの低減対策を行う場合、例えば品質管
理を行う場合などは、仕組みづくりやマニュアルの整備、従業員に対する教育、通常業務とし
ての品質管理の実施など、リスクマネジメントにおいて大変重要なプロセスとなります。

　リスクマネジメントはやりっぱなしではいけません。計画に沿って実行されているかを点検しま
す。計画どおりに実行されていない場合はその原因を調べます。原因を調べる際には、計画が
十分に従業員に伝わっていなかった、実行するときに予想外の問題が発生した、などの実行
段階におけるさまざまな原因を探るだけでなく、そもそもの計画に無理がなかったかについても
検討する必要があります。原因をきちんと把握して、次の改善の段階につなげます。
　リスクの種類によって原因はさまざまですが、小規模事業者が気をつけなければならないも
のには以下のような例が挙げられます。

・ 経営者が方針を明確にしていない
・ 従業員に経営方針が伝わっていない
・ 勘と経験に頼りすぎ、マニュアルどおりに仕事をしていない
・ 同じ担当者が長年同じ業務を担当しているため、他の従業員が口を出せない
・ 属人的にノウハウが蓄積されており、他の従業員にノウハウが伝承されていない
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　また、計画どおりに実行されていたとしても、期待していたリスク削減の効果が得られない場
合があります。このような場合は、PDCAサイクルのどこかに問題があります。方針が十分に
従業員に伝わっていなかった、リスク分析が不十分だった、会社を取り巻く環境が大きく変化
した、そもそもの計画が不十分であった、十分な組織が作られていなかったなどの原因が考え
られます。この場合も、原因をきちんと把握して次の改善の段階につなげることで、リスクマネ
ジメントの質が向上することが期待できます。

②D（Do）：実行

③C（Check）：点検
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　点検の結果、期待どおりにいっていない原因を見つけた場合は、これを解決するための改
善策を実施する必要があります。点検結果を反映した改善を行い、次のPDCAサイクルにつ
なげることで、徐々にリスクに強い組織になっていきます。

改善
A

実行
D

点検
C

計画
P

PDCAサイクル

計画達成面

効果面

洗い出し

分析・評価

効果の検討

　「④A（Act）：改善」のところで書きましたが、リスクマネジメントのPDCAサイクルは何回も
繰り返し続けていくことで効果が出てきます。最初は上手くいかないと思いますが、地道に続け
て継続的に改善していくことでリスクに強い組織になり持続的な成長につながります。
　PDCAサイクルの回し方ですが、PDCAの一回りを１年として、毎年同じ時期に同じ工程
を実施するという方法があります。例えば４月に計画をたてて、５～７月に実行に必要な仕組
み作りをして８月以降に定着を図り、１月に点検を行い、３月に改善を行うとすれば、桜の季節
になれば計画をたてて、新年を迎えれば点検を行うといったリズムが生まれます。また、年間の
事業計画の作成や振り返りに合わせてもよいでしょう。必ず１年周期でサイクルを回さなけれ
ばならないわけではありませんが、周期があまりにも大きい場合、世の中の変化についていけ
なくなってしまう可能性もありますので注意が必要です。
　最初から理想的なPDCAサイクルを回すことは困難です。辛抱強く２～３回繰り返した後
にリスクマネジメントに手ごたえを感じる経営者が多いようです。すぐに結果を出すことを求め
ずに地道に続けていくとよいでしょう。リスクマネジメントの成功のために重要なポイントは、
PDCAサイクルを回して「継続的な改善」を行うことです。

（４）PDCAサイクルを
続けるために

④A（Act）：改善



　小規模な事業者が従業員を動員して「リスクマネジメントのPDCAサイクル」を組織的に実
行することは、時間的にも費用的に難しいのが現実であると思われます。しかし、世の中の動
きが激しい中で消費者の信頼を確保し続けるためには、何らかのリスクマネジメントを行う必要
があります。
　そこで、年に一度、リスクマネジメントに関してこれまでの１年の振り返りを行い、これから
の１年の計画をたてる日を決めることだけをまず行ってみるのはいかがでしょうか。「1年の計
は元旦にあり」という言葉があるように、元旦に昨年の振り返りと今年の目標を決めている人
もいることでしょう。リスクマネジメントは元旦である必要はありませんが、例えば事業の年間計
画を作る時にリスクマネジメントについても昨年度の振り返りを行い、そして振り返りに基づく改
善と次年度の計画の立案をしてみてはいかがでしょうか。
　小規模事業者の場合、規模の大きい事業者と比べて経営者が会社の隅 ま々で把握して
おり、また決定権限も経営者に集中しているため、判断もすばやくできるという特徴がありま
す。この特徴を生かし経営者が主体となってリスクマネジメント、特にP（Plan）、C（Check）、A
（Act）を行い、D（Do）については全従業員が行うことで、時間的・費用的な問題を解決するこ
とも可能です。
　このように経営者が主体となってリスクマネジメントを行う場合、経営者の思い入れを排除
し、リスクの洗い出しや評価などにおいて客観的な視点が確保することが課題となります。こ
の課題に対処する方法としては、弁護士や税理士、中小企業診断士、衛生管理などに関す
る専門コンサルタントなどの、普段からお付き合いがあって社内の事情をある程度知っている
外部の専門家と定期的にリスクに関する意見交換をするなどの方法があります。また、業界
団体や商工会議所などが主催する、各種セミナーに参加して最新の情報を入手することも有
効です。

（５）小規模事業者における
リスクマネジメント
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　これまで、リスクマネジメントについて説明をしてきましたが、経営者の皆さんはすでに何らか
の形で、あるいは無意識に、リスクについて考えたり判断したりしていることでしょう。これから
は、めまぐるしく変わる世の中の環境に対応するために、意識的にそして目に見える形でリスク
マネジメントを行う必要があります。そしてリスクマネジメントを行い継続的な改善を行うことでコ
ンプライアンスを実現し、消費者の信頼性を確保していく取組を推進していきましょう。

（６）最後に
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一般にリコールとは、
・ 商品に過失もしくは故意による不良・欠陥があるか、またはその疑いがあり、
・ 事業者が自主的あるいは状況に応じて主務大臣、関係行政機関の命令を受け、
・  その商品を流通過程および消費者から回収、またはその商品がある場所に出向いて
修理・交換・廃棄などを行うこと
を言います。これには商品代金の返金も含まれます。
　なお、本章では事実の確認から回収実施、打ち切りまでに至る活動全体を「リコール」、
食品の回収そのものを「回収」と、区別して記載しています。

リコールは、リコールの発動の仕方、原因により次のように分類できます。

①強制的リコール

（1）発動の仕方による分類

（2）原因による分類

①品質関連リコール

②脅迫、恐喝関連リコール

③その他

②自発的リコール

主務大臣等がその法的権限を用いて製造事業者や供給事業者に命じる場合

ａ．製品欠陥
ｂ．製品汚染・異物混入
ｃ．品質上の問題

ａ．製品への悪意あるいたずら
ｂ．製品脅迫
ｃ．販売にかかわる妨害行為

ａ．特許権・商標権等の知的所有権侵害
ｂ．名誉毀損・人格権侵害
ｃ．表示上の問題
ｄ．法令違反

主務大臣等の命令によらず、製造事業者や供給事業者自らの判断で行う場合
（主務大臣等の指導または勧告によるリコールも含む）

リコールとは

リコールとは01
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　過去には、リコールを行うことが企業の信用の失墜（企業のブランドイメージ、社会的地位
の低下など）につながるとして極力避けようとする傾向がありました。
　しかし、リコールを怠ったために事故が起きたり、法令違反に気付きながら放置したことが明
らかとなった場合、その損害はリコールを行った場合と比較にならないくらい巨大になります。
このため、企業には消費者の安全および法令遵守を最優先し、必要な場合はリコールを積
極的に行う姿勢が求められます。
　ちなみに、リコールを行う場合のコストとしては次のようなものがあります。
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直接コスト

間接コスト

• 原因究明費用
• 代替品等の製造費用
•  情報提供のための費用（お客様へのコンタクト、印刷、広告・キャンペーンのための
費用）
•  情報収集のための費用（消費者からのアクセスのために用意するフリーダイヤル
費用、コールセンターに外部委託する場合にはその委託費用等）
• 回収、交換、返金、廃棄のための費用（回収品の一時保管の費用を含む）
• 臨時対応のための人件費（臨時要員雇用費、宿舎借上費用、超勤手当）
• 弁護士費用
• 被害者への賠償のための費用
• 販売事業者に対する損失補償等の費用

• 売上・シェアの減少
• 生産量の減少
• リコール後の自社信用回復のための活動費用
• 製造方法の改良や変更（商品の再市場化）に伴う経費
• リコール対応への人材の長期投入による本来業務の停滞



　リコールという言葉は、自動車のリコールで耳にしたことがあるという方も多いのではないで
しょうか。自動車のリコールでは、製造者が国土交通省に届出をし、消費者にリコールの実施
を知らせるという手順を踏みます。テレビのニュース等でリコール対象の自動車の型番や年式
などが放映されたり、リコール対象の自動車の所有者の手元に販売会社からリコールを知ら
せるはがきが届いたりと、目にされたり体験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　食品業界においてもリコールは行われています。
　図は独立行政法人国民生活センターが収集した社告※1を製品別に分類したものです。
国民生活センターでは、新聞に社告が掲載されると、その情報をホームページに掲載します。
ホームページへの掲載基準は、新聞に社告が掲載されたか否かであり、すべての業種の商品
が対象となります。図から食品、飲料品の社告件数は、全体の４５％を占めていることがわかり
ます。リコール実施に伴って必ずしも社告を出すとは限りませんし、食品、飲料品はそもそもそ
の商品数も多いため一概には言えませんが、それでも食品、飲料品は社告を出すリスク、すな
わちリコールのリスクが大きい製品であると言えるでしょう。
　ちなみに、食品、飲料品のリコール原因の内訳をみると、「規格・基準の不適合」、「表示ミ
ス」、「異物混入」、「容器包装不良」の順で社告の件数が多くなっています。

＊ 独立行政法人国民生活センターホームページ掲載データ（2007年4月～2008年３月）より、東
京海上日動リスクコンサルティング（株）が作成

《製品別の社告数》

※1.リコール実施に伴い、消費者に広くリコール情報を届けるために行う新聞等による告知

食品リコールの状況
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食品、飲料品：45％

家電、ガス石油機器：23％

被服品：5％

自動車、
自動車関連品：4％

医薬品、化粧品、
医療機器：3％

玩具、遊具：3％
家具、住宅用部材：2％

その他：15％

食品リコールの状況



　冒頭でも述べたように、企業が日頃から食品安全の徹底に努め、事故等の発生ゼロを目指す
ことは極めて重要ですが、いかに周到な管理を行っていても、事故の発生やその可能性を完全
になくすことは極めて困難です。そこで、市場に供給した商品に事故が発生したか、発生の恐れ
がある場合は、事故の発生や拡大の可能性を最小限にするために、リコールを行うことになりま
す。また、品質上の不具合や法令違反など、安全性の問題以外でもリコールを行うケースがあり
ます。実際に問題が発生した場合に、迅速かつ的確なリコールを実施して消費者の被害拡大
を防ぐことは、適切な品質管理・衛生管理と同様に極めて重要です。
　リコールの実施には多額の経費と多くの人手や時間が必要です。その対応を誤ると企業の
存亡にまで影響を与える場合もありますので、リコール対応は企業の重要な危機管理の一環
であるといえます。迅速かつ的確なリコールを実施することで問題のある商品を市場から引き上
げ、より安全な、あるいは問題のない商品を市場に供給することこそ、企業の責務です。企業に
はこの責務を全うすることでしか、消費者、取引先、行政機関、報道機関等からの良い評価を得
る道はありません。

　リコールは経営トップの考え方によって成否が大きく左右されます。実際にリコールを検討す
る場面に遭遇したときに、あるべき原則が忘れられてしまわないように、リコール対応マニュアル
や計画の中に経営トップのリコールに対する方針を明記しておくことが望まれます。
方針の内容には、例えば、

といったことなどが挙げられます。

リコールの意義

リコールの意義03
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・ 消費者の身体、財産に被害を与えることを防止する
・ 法規制等の違反を是正する
・ 自社の有形、無形の資産を保護する

•  法令等を遵守し、商品の安全を確保して消費者への危害、財物への被害を回避す
ることが企業の責務であること
• リコールの必要が生じた場合は他の業務に優先して処理すること
•   食品事故対策本部（後述）に会社の経営資源を自由に利用させること

リコールの目標には、おおよそ次の３点が挙げられます。



　リコール体制構築の第一歩は「リコール対応マニュアル」の作成にあるといっても過言では
ありません。ここではリコール対応マニュアルを作成する上で、欠くことのできない要素につい
て説明します。

　リコール体制を構築するにあたっては、企業トップの参画とリコールの方針表明が欠かせま
せん。企業トップの方針表明により、リコール体制は権威を帯び、実効性が増します。
　基本方針では、前述したように、
・  法令等を遵守し、製品の安全を確保して消費者への危害、財物への被害を回避するこ
とが企業の責務であること
・ リコールの必要が生じた場合は他の業務に優先して処理すること
・ 食品事故対策本部に会社の経営資源を自由に利用させること
などをマニュアルに盛り込みます。

　リコールを行う際に中心的な役割を果たす専任組織の編成をあらかじめ決めておきます。組織
の大小は、リコールの規模・性格、会社の規模によって異なりますが、少なくとも本部長（リコール
実施手順を立案し、リコールの管理をする）を中核とする３～５名からなる組織が必要となります。

リコール対応マニュアルの構成例

〔編成例〕

1. 本マニュアルの目的
2. 食品事故の定義
3. 基本方針
4. 食品事故対策本部と関係部門の責務
5. 食品事故対応の手順
　（1）食品事故対応の全体像
　（2）回収までの業務
　（3）回収業務
6. 従業員への情報伝達
7. 教育・訓練
8. その他（リコール対応マニュアルの見直し、リコール記録の保管など）

• 本部長
  企業によっては社長自ら、大企業の場合は部門の担当役員
• 担当責任者（３～５名）
  開発、製造、品質管理、販売、法務部門の長などで構成する

リコール対応体制の構築

（1）リコールの基本方針
の決定

（2）食品事故対策本部
の編成

リコール対応体制の構築04
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　リコールが必要か否かを迅速に把握するには、あらかじめリコールにつながりそうなリスクを
すべて洗い出したうえで、それらのリスクに関する情報を常時監視する体制を構築しておく必
要があります。
　その際に利用できる情報源は、以下が挙げられます。

　また、リコールすることになった場合、リコールの対象となる食品の数量とそれらがどこにあ
るのかを早急に確認しなければなりません。このためには、食品の製造、保管、出荷、運搬、卸
し、販売など全段階における履歴の記録と、これを保管する体制を整備する必要があります。
　リコールの対象となる食品の数量とそれらがどこにあるのかを、早急に確認できるようにする
ために必要な記録として以下が挙げられます。

　上記のリコールにつながりそうなリスク情報の収集と、製造、販売履歴管理体制の整備は、
リコール対応マニュアルとともに整備する必要があります。品質管理マニュアルなどに体制や
システムを規定し、整備するのがよいでしょう。

〔情報源例〕

〔リコールの対象食品数と対象食品所在地の確認に必要な記録〕

• 社内情報源
   生産部門、品質管理部門、顧客接点部門（営業、ＣＳ部門、お客様相談室）などか
らの情報
• 社外情報源
   消費者の苦情、医療機関の情報、消防署、警察署、マスコミ、国や地方自治体の
消費者行政担当部門、国民生活センター、全国の消費生活センター、農林水産消
費安全技術センター、関係業界団体、消費者団体、原材料供給業者など

• 納入された原材料およびその受入検査の記録
• 品質管理、品質保証、工程管理データ
• 完成品の抜き取り検査の記録
• 保管および流通（出荷・販売）の記録
• 消費者の記録（入手可能な場合）　など

（3）リコールにつながりそうな
リスク情報の収集と、

製造、販売履歴
管理体制の整備
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取引先対応 被害者対応 従業員対応

事実確認・原因究明

リコール告知 関係行政機関連絡・協議

回収実施・回収品処理 誤出荷防止対策

リコール計画の立案

食品事故対策本部の設置

リコール要否判定個別対応 生産停止判定
yesyes

被害想定

食品事故（可能性）発生

関係行政機関連絡・協議

リコール実施手順の見直し

回収打ち切り

no

　リコールの実施手順は、食品の種類、流通範囲、補償方法などによってさまざまです。どのよ
うな手順でリコールを行うかをあらかじめ明らかにしておかないと、各業務場面での対応が遅れ
がちになり、損害をさらに大きくする可能性があります。

　リコール実施手順の有効性を検討し、問題があれば見直しを行います。
　検証方法・項目には、次のような例が挙げられます。
• 自社製品の１つについて架空の食品事故シナリオを作成し、リコール要否判定の演習を行う。
• 店頭で無作為に選んだ製品について、上流に遡り、納入された材料や部品まで追跡する。
• 会社の営業時間外に本部長、担当責任者を含め、食品事故対策本部を招集する。
•  一定の時間枠の中で、回収の告知書やプレス発表文を作成し、その発行や発表手続き
を演習する。
• 食品事故対策本部に利用させる施設、設備を実際に稼働させてみる。

　回収を行った際に、回収した食品が問題のない食品に混入することを防ぐため、回収した
食品を保管する専用倉庫ないしスペースを確保します。
　また、信頼のおける廃棄物処理業者と提携するなど廃棄物の処理方法についても考える
必要があります。廃棄物の処理および清掃に関する法律では、排出業者に対し、管理票（マ
ニフェスト）などによって産業廃棄物が最後まで適正に処分されたか否か確認することを義務
づけています。これに違反したことが明らかになると、新たなイメージダウンを免れません。
　このほか、リコールにかかるコストを見積もり、資金を迅速に調達する手段についても検討
する必要があります。

（4）リコール実施手順
の決定

（5）リコール実施手順の検証
と見直し

（6）その他

27



　ここでは、リコールにつながる可能性のある情報の評価からリコールの決定・実施、打ち切り
に至るまでの主な内容について説明します。

　リコールを実施するか否かを決めるためには、まずリコールにつながる可能性のある情報を評
価して、その影響の重大性を決定する必要があります。
　企業がリコールする主な理由には次の３つが挙げられます。
• 食品が消費者の身体、財産に被害を与える恐れがある。
• 食品が法規制等に違反している恐れがある。
• 食品の不良・欠陥により、企業のブランドイメージが悪化する恐れがある。

　また、評価のためには、情報の中に次のような内容を含めることが必要です。
• 問題の内容（カビ、腐敗、変色、異臭、包装異常、表示誤記など）
• 問題の発生件数
• 問題の発生状況
• 問題の発生原因
• 健康被害の有無、またはその可能性の有無
• 対象となる食品の数量
• 問題が発見された日
• 賞味期限、消費期限、製造日
• 対象食品の所在
• 問題発生から現段階までの経過

　保健所など関係行政機関からリコール指導がある場合には、この指導に従います。
　リコール指導がない場合には、リコールの決定は基本的に企業トップもしくは役員クラスが行
います。リコールの決定にあたっては、対象となる食品だけでなく、食品のブランドや会社全体の
ブランドイメージへの影響を常に考慮する必要があります。

　リコールの専任組織として食品事故対策本部を設置し、リコール対応に特化した活動を行う
ことで、早期のリコール終了を目指します。
　食品事故対策本部の編成は４.（２）のとおりです。

リコールの手順

リコールの手順05
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（1）リコールにつながる可能性のある情報の評価

（２）リコール要否判定

（3）食品事故対策本部の設置
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　どこから食品を回収するか、どのような方法で回収するか等を定めたリコール計画を立案し
ます。例えば、リコール計画には以下のような内容を盛り込みます。

〔リコール計画に盛り込む内容の例〕
• リコールの種類
回収、交換、返金など

• リコール対象品
商品名、ロット番号、賞味期限、消費期限、製造日など

• リコール対象品の所在
消費者、小売業者、卸売業者、倉庫、配送センターなど

• 具体的な目標
対象回収品数、リコール実施期間など

• 情報提供方法
記者会見実施の有無、リコール告知方法の決定（媒体、時期、内容）、リコール進捗状況の
社内外への開示方法

• 被害者への対応方針

• 関係行政機関との協議、報告の方法

• 原因究明の結果、実施状況（実施機関、時間的目標等）

• 食品事故対策本部への要員導入計画

• リコールの経費、費用負担と支払の方法

• 消費者対応窓口の拡充と、対応のＱ＆Ａ

　リコール実施の決定を、正社員からパート・アルバイトに至るまで全社に周知徹底します。
また、消費者やマスコミからの問い合わせがいつだれに入るか分からないため、問い合わせが
あった場合はすべて広報担当を案内する旨も周知徹底します。ここでの対応を誤ると新たな信
用失墜につながる恐れがあります。
　また、広報担当から外部へ発信した情報内容を随時従業員に知らせることによって情報共有
を行い、無用な混乱が発生しないようにすることも必要です。

（4）リコール計画の立案

（5）従業員への周知徹底
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　取引先に対して、対象食品、食品事故の内容、対応方法、再発防止策、公表方法などにつ
いて説明し、リコールに協力してもらう必要があります。情報の伝達にあたっては、各取引先に共
通の情報を伝えるため、文書により告知する必要があります。

〔取引先配布文書の項目例〕
• リコール対象食品について
   ・ 食品名
   ・ ロット番号
   ・ 賞味期限、消費期限、製造日
   ・ 数量

• 食品事故について
   ・ 発生日
   ・ 発生件数
   ・ 発生状況
   ・ 被害状況
   ・ 事故の原因

• 対応方法
   ・ 市場流通品の対応方法（回収、交換など）
   ・ 在庫品の対応方法（回収、交換など）
   ・ リコール実施期間

• 再発防止策

• 公表方法
   ・ 公表の手段（新聞社告、ホームページなど）
   ・ 掲載日
   ・ 掲載内容

（6）取引先対応
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　食品を保有する相手に応じてさまざまな種類の告知が必要となります。例えば、卸売業者、
小売業者、消費者ではそれぞれ違った説明と報告が必要ですし、大規模なリコールが必要な
場合は、記者会見をセットし、マスコミの協力を得なければなりません。さらに関係行政機関、
業界団体、消費者団体への連絡も必要です。主な情報伝達手段として以下が挙げられます。

　大阪府などのように、自主回収報告制度がある自治体の場合には、リコールの開始時と終
了時に自治体への報告が必要な場合があります。この制度を利用することにより、行政機関
のホームページに自主回収情報を掲載することができ、リコールの実施を広く告知することが
できます。

　なお、文書による告知（新聞などに掲載する社告・広告を含む）には、次の要素を入れる必
要があります。

（7）リコール告知

〔告知内容〕

〔情報伝達手段〕

• 注意を引きつける表現（リコールすることを目立つよう記載）
• 供給業者名と所在地
• リコール対象となる食品に関する説明（言葉よりもイラストのほうが効果的な場合もある）
• 対象ロットを識別するためのシリアルナンバーまたはコード
•  リコールするに至った問題点の内容およびそれらが引き起こす危険についての簡潔
な説明
• 賞味期限、消費期限、製造日
• リコール方法の具体的な説明
• 照会用のフリーダイヤルの電話番号
• 消費者や小売業者、卸業者がメーカーに報告・照会するための簡便なフォーム

■店頭ポスター  ■直接訪問
■新聞および広告  ■プレス発表
■ＦＡＸ   ■手紙、ハガキ
■電話   ■ホームページ（自社、行政機関等）
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　リコールが始まると、電話や直接訪問による直接告知の効果を確認する必要があります。
この目的は、直接告知の対象先としてリストアップした先がリコール告知を受け取り、それに
従って処理したことを確認するものです。具体的には、「直接告知の対象先数」および「返品
または廃棄実行が確認ができた対象先数」を把握します。

　回収対象となる食品の総数のうち、実際に回収された食品数の割合を計算します。これに
よって出された数値（回収率）は、回収の成功度を測る尺度となります。
　しかし、どれだけの数量が市場や流通過程にあるか、回収可能な食品がどれだけ消費者の
もとにあるかは必ずしも正確でないため、回収率を正確に算定することはできません。
　また、リコールの告知方法（電話や直接訪問による直接告知、広告やプレス発表などの間
接告知）、食品の賞味期限、消費期限の長短や価格によっても、回収率は変わります。回収
率が想定したように伸びない場合は、再度告知する必要があります。
　リコール期間中は、食品事故対策本部の担当責任者に毎日、必要によってはリアルタイム
で現状報告を行います。報告内容は以下が挙げられます。

〔現状報告の内容〕
• 直接告知の効果確認結果
• 回収率
• 消費者からの問い合わせの数および内容
• 直接告知先からの反応

　リコール告知への反応は、食品製造業の場合にはリコール告知後２、３週間をピークにそ
の後は徐々に減っていきます。状況を見計らって食品事故対応体制を解除し、通常業務に戻
します。
　体制解除後、戻ってきた商品や問い合わせへの対応は、どの部門がどのように行うかにつ
いても決めておきます。

（8）直接告知の効果確認

（9）回収率の測定と回収の打ち切り

リコール終了



製造1係

製造課 営業課

営業部

工　場

社　長

工場長：芝和明

品質保証部 部長：工場長兼務

尾藤進

部長：神沢武志

総務課

業務部 部長：社長兼務

製造2係

　ここでは、ガトー・ドゥ・アマリという架空の菓子製造会社をモデルに、リコール対応マニュア
ルの構成例と、ポイントを解説します。

　ガトー・ドゥ・アマリは、従業員数50人の会社です。社長の尾藤進が立ち上げ、手塩にかけて
ここまで育ててきました。現在は、製造した菓子を主にスーパーに卸しています。
　ガトー・ドゥ・アマリの平常時の組織は以下のとおりです。

　参考のため、以下にガトー・ドゥ・アマリのリコール対応マニュアルを掲載します。
　なお、掲載したマニュアルはあくまでも一例ですので、みなさまの会社の製品、業態、実情等
に合わせたリコール対応マニュアルを作成していただくようお願いいたします。

リコール対応マニュアルの例

リコール対応マニュアルの例06
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　食品事故が発生した場合の対応、体制を定めることにより、事故による被害の拡大を防ぐ
ことを目的とする。

　ガトー・ドゥ・アマリでは、以下の事象が発生した場合に食品事故が発生した恐れがあるもの
と定義する。
（1）基準外の微生物混入が疑われる場合
　  保健所等から微生物混入による食中毒の報告を受けた場合
（2）異物混入が疑われる場合
　  …
（3）表示の誤記等が発見された場合
　  …
（4）化学物質混入が疑われる場合
　  …

1.本マニュアルの目的

2.食品事故の定義

株式会社ガトー・ドゥ・アマリ ： リコール対応マニュアル

ポイント

ポイント

　冒頭でリコール対応マニュアルの目的を述べましょう。食品事故対応時には、その
対応に追われて本来の目的を見失いがちです。そもそもリコール対応マニュアルが何
のためにあるのかを明記しておくことが重要です。

　自社の業態や製品を念頭におき、自社にはどのような食品事故発生の可能性があ
るのかを考え、事前に整理しておきましょう。食品事故を定義しておくことで、万一この
ような事態に遭遇した場合にも、あわてずにマニュアルに沿って行動することが可能
となります。

01
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株式会社ガトー・ドゥ・アマリ ： リコール対応マニュアル

02

• 法令等を遵守し、食品の安全を確保して、お客様の健康を第一に考えて行動する。
•  リコールの必要が生じた場合には、他の業務に優先してリコールに取り組み、全社一丸と
なって食品事故の早期解決に向けて行動する。
•  食品事故対策本部は、会社の経営資源を自由に利用し、食品事故の早期解決に向けて
行動する。

　ガトー・ドゥ・アマリでは、食品事故発生に伴いリコール実施を決定した際は、通常の組織体
制から直ちに以下のような体制に移行し、早期のリコール終了を目指す。

（1）食品事故対策本部発動基準
 　 リコール決定者（後述）により、リコール実施の決定がなされた場合

（2）ガトー・ドゥ・アマリリコール対応体制
 　 ＜食品事故対策本部＞

本部長 ： 社長
〔役割〕リコール全体を統括する。リコールの実施手順を策定し、回収の管理を行う。

副本部長 ： 工場長
〔役割〕本部長を補助し、適宜本部長の代理を務める。

情報統括責任者 ： 営業部長
〔役割〕以下に掲げる各業務を実施・統括する。

3.基本方針

4.食品事故対策本部と
関係部門の責務

情報統括責任者 技術統括責任者

副本部長

本部長

交渉・財務統括責任者

ポイント

　リコールの基本方針を決めておきます。「１．本マニュアルの目的」のポイントでも述
べたように、食品事故発生時にはさまざまな対応に追われ判断に迷うことがあります。
その際の判断のよりどころとなる「基本方針」をマニュアルに記載し、事前に従業員
に周知徹底しておくことが重要です。例えば、リコールの要否判定をする際に「お客
様の健康を第一に考えて行動する。」という基本方針を思い出すことで、会社の利害
を考えてしまいお客様の健康をないがしろにするといった事態が発生することを防ぐこ
とができます。
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株式会社ガトー・ドゥ・アマリ ： リコール対応マニュアル

03

●お客様対応
 ・ 被害に遭われたお客様へのお見舞い
 ・ 一般のお客様からの問い合わせへの対応
●取引先との連絡、調整
 ・ リコール対象食品の情報提供
 ・ 取引先に依頼した事項の実施状況に関する情報収集
●プレス発表、社告、記者会見等の広報
●…

技術統括責任者 ： 製造課長
〔役割〕以下に掲げる各業務を実施・統括する。
●食品事故原因の調査、解析
●対象ロットの絞込み
●再発防止策の検討・実施
●食品事故発生からの事実と、対応内容の記録
●…

交渉・財務統括責任者 ： 総務課長
〔役割〕以下に掲げる各業務を実施・統括する。
●保健所、農政局、市役所等の行政機関との連絡・協議
●従業員へのリコール情報の伝達、外部対応方法の周知
●リコールに掛かる費用の資金調達
●…

ポイント

　リコールを行う際には、それぞれの業務に対してだれが責任と権限を持っているかを
明確にすることが必要です。さもないと必要な業務に抜け・漏れが発生し、リコールが
滞ることがあります。これを防ぐため、あらかじめリコール時の体制を規定しておくことが
大切です。
　また、食品事故対策本部を設置する基準も必要となります。ガトー・ドゥ・アマリでは、
リコール実施を決定した際に食品事故対策本部の召集を行うよう規定しています。
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　食品事故が発生した場合は、以下の手順に従って対応し、早期のリコール終了を目指すこと。

　以下に食品事故が発生した際のリコール実施フローを示す。
（１）食品事故対応の全体像

5.食品事故対応の手順

取引先対応 被害者対応 従業員対応

事実確認・原因究明

リコール告知 関係行政機関連絡・協議

回収実施・回収品処理 誤出荷防止対策

リコール計画の立案

食品事故対策本部の設置

リコール要否判定個別対応 生産停止判定
yesyes

no

被害想定

食品事故（可能性）発生

関係行政機関連絡・協議

リコール実施手順の見直し

回収打ち切り

再発防止策の検討・実施

リコールの事後評価

〔リコール実施フロー〕

ポイント

　実際のリコール実施にあたり、リコール対応マニュアルを確認している余裕はありま
せん。平時の訓練などを通じて、リコール対応マニュアルの内容を理解し、リコール対
応を体に染み込ませておく必要があります。
　リコールの実施フローについても同様です。リコール対応マニュアルに上記のよう
なリコール実施フローを掲載することで、リコール全体の流れをあらかじめ頭に入れ、
リコール時に慌てなくて済むよう備えましょう。
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（２）回収までの業務

食品事故対策本部
メンバー

食品事故対策本部メンバー※2
の携帯電話メールへ情報発信

お客様や取引先からの情報

専用書式※1にまとめる
営業部

終了

食品事故発生可能性検知

追加情報収集指示

食品事故（可能性）発生

yes

no

①食品事故情報等への対応フロー

＜営業部の対応＞
●お客様や取引先からの情報対応窓口は営業部とする。
● お客様や取引先から食品事故に関連する情報を入手した場合には、営業部にて専用
書式（※1）にまとめた上、食品事故対策本部メンバーに携帯電話の電子メールにて全
件報告する。
● 営業部で食品事故に関連する情報を知ってから食品事故対策本部メンバーへの報告
は、1時間以内に行うこと。
● 食品事故対策本部メンバーへ報告した情報は、紙に出力した上で保管すること。保管
期限は10年とする。

＜食品事故対策本部メンバーの対応＞
● 食品事故発生の可能性がある情報を知った場合には、各自ただちに営業部に連絡し、
追加情報の収集を命じること。

● 追加情報により食品事故（可能性）発生と判断した場合は、営業部に連絡し、「②事故
発生時の現状確認」以降に進むこと。
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※1 食品事故情報等の連絡フォーム（携帯電話メール用）

　件名：
　【緊急】食品事故情報

　内容：
　１．問題の内容（カビ、腐敗、変色、異臭、包装異常、表示誤記など）
　２．問題の発見された日
　３．類似事故情報の件数
　４．情報提供者
　５．その他追加情報

※ 2  本部長、副本部長、情報統括責任者、技術統括責任者、交渉・財務統括責任者の5名
の連絡先を下記に記す。

②事故発生時の現状確認
　事故発生の連絡を受けた場合、直ちに現状確認を行うこと。
　確認事項と担当部門を下表に示す。

③原因究明
　現品を入手後、ただちに原因究明を行うこと。
　実施事項と担当部門を下表に示す。

食品事故情報発信先
食品事故対策本部メンバー

確認事項
通報者からの情報収集（電話対応）
通報者からの情報収集（訪問）
現品確認
…

実施事項
現品の確認
原材料の確認
原材料入荷時の検査記録の確認
製造工程の確認
商品の出荷検査記録の確認
…

本部長
副本部長
情報統括責任者
技術統括責任者
交渉・財務統括責任者

電子メールアドレス

bitou@×××.ne.jp
shiba@×××.ne.jp

kamisawa@×××.ne.jp
sakura@×××.ne.jp
taji@×××.ne.jp

緊急連絡先電話番号

担当部門
営業課
営業課
営業課・品質保証部
…

担当部門
製造課・品質保証部
製造課・品質保証部
製造課・品質保証部
製造課・品質保証部
品質保証部
…

090－××××－××××
080－××××－××××
090－××××－××××
090－××××－××××
090－××××－××××
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④被害想定
　同一事象の拡大可能性を検討し、被害想定を行うこと。
　実施事項と担当部門を下表に示す。

⑤関係行政機関連絡・協議
　現状確認後、食品に問題がなかったことが判明した場合を除き、関係行政機関への連
絡・協議を行うこと。連絡先と担当部門を下表に示す。

　食中毒発生の場合のように関係行政機関からの連絡により現状確認を実施したとき
は、関係行政機関と密に連携し、適宜連絡・協議の上、リコールを実施すること。

⑥リコール要否判定
　リコールを実施するか、リコールは行わず個別対応とするかの判定を行うこと。

＜リコール決定権者＞
●リコール要否の第一決定権者は、社長とする。
●リコール要否の第二決定権者は、工場長とする。

　第二決定権者は、第一決定権者が不在、連絡がとれないなどの際に第一決定権者に
代わってリコールの要否を判断する。
　リコールの要否を判定するために収集すべき情報を下表に示す。

　上記で収集した情報に基づいて、リコール決定者は、以下の場合にリコール実施の判
断を行う。

検討事項
事象による被害の程度
不良商品が含まれる恐れのあるロット数
不良の可能性がある商品数量
不良の可能性がある商品の出荷先地域
…

連絡先
○○保健所食品衛生課
関東農政局消費安全部
○○市○○課
…

必要情報
被害の程度
不良の可能性がある商品数量
…

担当部門
営業課
製造課・品質保証部
製造課・品質保証部
営業課・品質保証部
…

担当部門
総務課
総務課
総務課

程度・数量など

程度・値

連絡先電話番号
０４３－○○○－○○○○
０４８－○○○－○○○○
０４６－○○○－○○○○
…
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＜リコール判定基準＞
●お客様の身体に健康被害が発生する恐れがあり、そのお客様が特定できない場合
　※ ここで、「健康被害」とは、一時的なまたは治癒可能な健康被害から、重篤な健康被害
または死亡の原因となる健康被害のことをさす。

●コンプライアンス違反（法令違反を含む）があった場合
●関係行政機関からリコール実施の指示があった場合
●…

⑦リコール対象製品の所在の確認
　食品の製造、保管、出荷、運送などの記録を確認し、リコール対象品のロットと所在を確
認すること。確認事項と担当部門を下表に示す。

確認事項
不良の可能性がある商品の出荷先地域
不良の可能性がある商品の工場在庫
不良の可能性がある商品の店頭在庫
…

リコール対象品
製品名
ロット番号
賞味期限
製造日
…

担当部門
営業課
製造課
営業課
…

記入欄

①リコール計画の立案
　リコール実施にあたり、情報を整理し、リコールを確実に実行するため、リコール計画を立案する。

＜リコール計画の立案者＞
●リコール計画の立案は本部長が行い、本部長が不在等の場合には副本部長が行う。

＜リコール計画の内容＞
リコール計画には以下の内容を盛り込むこと。
• リコールの種類
  回収、交換、返金など
• リコール対象品の情報

（３）リコール業務



43

株式会社ガトー・ドゥ・アマリ ： リコール対応マニュアル

09

②リコール告知
　被害が拡大する前に当該商品を回収するため、リコール計画に従って、リコールの告知
を行うこと。告知方法と担当部門を下表に示す。

• リコール対象品の所在
  リコール対象品所在リスト

• リコールの具体的目標
  リコール対象商品数、リコール実施期間
• 告知方法
   記者会見実施の有無、リコール告知方法媒体、時期、内容、リコール進捗状況の社
内外への開示方法
• 被害者への対応方針
• お客様（被害者以外）への対応方法
• 関係行政機関との協議、報告の方法
• 原因究明の結果、実施状況（実施機関、時間的目標等）
• 食品事故対策本部への要員導入計画
• リコールの経費、費用負担と支払の方法

告知方法
社告（新聞）
HPへのニュースリリース掲載
店頭広告
記者会見
…

担当部門
営業課
営業課
営業課
営業課

リコール対象品の所在
（店舗名など） 住　所 電話番号
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＜記者会見＞
　リコールの告知にあたり、記者会見を実施する場合には、下記の要領で実施すること。

a.記者会見用資料の準備
　下記の3つの資料と、これを補足する資料を準備すること。
　●ステートメント（声明）
　　 　ステートメント（声明）とは、記者会見の冒頭で食品事故についての会社としての問題

意識、見解、方針、決意等を表明するための文章である。
　　　簡潔かつ明瞭に記載すること。
　●プレス資料（概要説明資料）
　　　次の各項目を盛り込み作成すること。
　　※公表できる事実
　　※経過
　　※食品事故の原因
　　※今後の対策
　　※見解（コメント）
　●Q&A集（想定問答集）
　　※何を公表して、何を公表しないかの意思統一を事前に行うこと。

b.記者会見実施体制
　●説明者、対応者 ： 社長
　　〔役割〕記者会見において、終始コメントを発表する。
　●司会進行役 ： 営業部長
　　〔役割〕記者会見において、司会進行し、記者会見が円滑に進むよう配慮する。

③照会応答
　リコールの告知により、リコールを知った消費者等からの電話による照会に対して対応
を行う。実施事項と担当部門を下表に示す。

実施事項
電話機の増設手配
応対者の割り当て
電話応対マニュアルの配布
回線混雑時の留守番電話の設定
…

担当部門
総務課
総務課
総務課
総務課
…
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④回収
　リコール対象品の所在ごとに、所定の方法で回収を行うこと。
　リコール対象品の所在と回収方法を下表に示す。

⑤被害者への補償
　被害者への補償が必要な場合は、弁護士と協議の上、補償内容、補償方法を決定する
こと。弁護士、保険会社との協議は総務課が担当し、お客様の対応は営業課が担当する。

⑦回収品の処理
　回収品は、専門業者（△△株式会社）にて廃棄する。
　業者への依頼担当は総務課とする。

⑥誤出荷防止
　回収した商品は、誤出荷を防ぐため、出荷予定の商品とは分けて保管する。
　実施事項と担当部門を下表に示す。

リコール対象品の所在
消費者
店頭在庫
卸業者在庫
工場在庫
…

連絡先
○○法律事務所　○○弁護士
○○保険会社
…

連絡先
△△株式会社

実施事項
回収品保管用倉庫の手配
回収品の受け取り
回収品の倉庫への運搬
補償担当者への、返品した消費者情報の連絡
…

電話番号
０３－○○○○－○○○○
０３－○○○○－○○○○
…

電話番号
０４４－○○○－○○○○

担当部門
総務課
総務課・製造課
製造課
総務課
…

回収方法
着払い宅配便
…
…
…

依頼方法
社告
…
…
…

⑧回収率の測定と回収の打ち切り
＜回収率の測定＞
　回収対象となる食品の総数のうち、実際に回収された食品数の割合（回収率）を計算し
管理する。回収率が伸びない場合には、告知方法を変えるなどして、回収を継続すること。

実施事項
回収対象商品数量
回収数量
回収率
…

値
個
個
％
…
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＜回収の打ち切り＞
　対象品の賞味期限・消費期限を考慮して定めたリコール実施期間に、回収率も考慮
の上、回収打ち切りの可否を判断すること。回収打ち切りの判断は社長が行う。

ポイント

　リコール実施までの業務と、回収業務を順を追って記載します。リコール対応マニュ
アルに手順が記載されており、この手順が頭に入っていれば、実際のリコール時にあ
わてることなく対処することが可能となります。
　リコールにあたっても結局大事なのは人です。どんなタイミングで、誰がどんな判断
を行うのか、各業務の責任は誰にあって、誰が主体的にその業務に当たるのかをはっ
きり規定しておくことがリコール成功のポイントです。

・    リコールを実施する場合には、外部への発表に先立って全員集会を行い、パート、アルバイ  
　トを含む全従業員へ、リコールを実施する旨、リコールに至った経緯、リコール計画、特にお
　客様対応窓口の連絡先や対応方法などを伝達すること。
・    外部へ情報を公表する際は各職制を通じて、事前にその公表内容を全従業員に伝達する
と共に、社内掲示板へ情報を掲示すること。

6.従業員への情報伝達

（１）食品事故対策本部のメンバーへの教育・訓練
・    年1回4月にリコール対応マニュアルの読み合わせを行うこと。
また
・    この読み合わせの際に、3年に1回は机上訓練を実施すること。
　※ 机上訓練とは、ある製品で食品事故が起こったと仮定して、架空のシナリオを作り、このシ
ナリオにしたがってマニュアルどおりに的確に対応できるかどうかを確認するものである。

・    訓練の実施にあたっては副本部長が指揮をとって実施すること。

（２）一般従業員への教育
・    年1回10月に食品事故対応に関するセミナーを実施すること。
・    セミナーの企画、運営は総務課が行うこと。

　本マニュアルは、年1回4月に見直し、必要に応じて改定すること。また、以下に挙げる事態
が発生した場合には、必ずマニュアルを見直し、必要に応じて改定すること。
●食品事故の発生
●組織変更

　リコールに伴って収集した情報は、ガトー・ドゥ・アマリの財産であることを自覚し、リコール終
了後に副本部長が整理の上、保管すること。
　リコールの記録の保管期限は10年間とする。

7.教育 ・ 訓練

8.リコール対応マニュアル
の見直し

9.リコールの記録の保管



　本章では、みなさまにリコール対応マニュアルを作成していただく上で必要となる知識を得
ていただくため、リコールの定義からはじめて、リコール対応マニュアルの構成例、リコール手
順の解説を行いました。そして、最後に、みなさまがリコール対応マニュアルを作成する際のヒ
ントとなるように、架空の菓子製造会社のリコール対応マニュアルを掲載しました。
　リコール対応マニュアルというと敷居が高いものと感じる方もいらっしゃるかもしれません。し
かし、千里の道も一歩から、まずはできる範囲でリコール対応マニュアルを作成してみましょう。
リコール対応マニュアルの項目にもあるように「リコール対応マニュアルの見直し」を実施して
一度作成したマニュアルをより実効性のある、現状に即したものに仕上げていけばよいので
す。本章が、多くの食品事業者のみなさまがリコール対応マニュアルを作成していただく際の
一助となれば幸甚です。

食品業界の信頼性向上セミナー【テキストブック】

まとめ07
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